
岩手県企業局管理規程第８号 

 企業局代決専決規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成 20年３月 28日 

岩手県企業局長 岩 渕 良 昭  

   企業局代決専決規程の一部を改正する規程 

 企業局代決専決規程（昭和 49年岩手県企業局管理規程第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （代決） 

第２条の２ 決裁権者が不在のときは、第１号又は第２号の表に

掲げる決裁権者の区分に従い第１順位者が代決し、決裁権者及

び第１順位者が不在のときは、当該区分に従い第２順位者が代

決する。 

 (１) 本庁における代決 

 （代決） 

第２条の２ 決裁権者が不在のときは、第１号又は第２号の表

に掲げる決裁権者の区分に従い第１順位者が代決し、決裁権

者及び第１順位者が不在のときは、当該区分に従い第２順位

者が代決する。 

 (１) 本庁における代決 

代決権者 代決権者 
決裁権者 

第１順位者 第２順位者 
決裁権者

第１順位者 第２順位者 

局長 室長、技師長又は総

括課長 

 局長 次長 室長、技師長又は総

括課長 

   

 

 

 

 ［略］ 

 

 

 

 

   

 

 ［略］ 

 

 

 (２) ［略］  (２) ［略］ 

 （経営総務室担当課長専決事項） 

第７条 経営総務室の管理担当課長の専決できる事項は、次のと

おりとする。 

 (１)・(２) ［略］ 

 (３) 育児休業の承認に関すること。 

  

 (４) ［略］ 

 (５) ［略］ 

 (６) ［略］ 

 (７) ［略］ 

 (８) ［略］ 

 (９) ［略］ 

 (10) ［略］ 

 (11) ［略］ 

 (12) ［略］ 

 (13) ［略］ 

２～４ ［略］ 

 （経営総務室担当課長専決事項） 

第７条 経営総務室の管理担当課長の専決できる事項は、次の

とおりとする。 

 (１)・(２) ［略］ 

 (３) 育児休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。 

 (４) 職員の自己啓発等休業の承認に関すること。 

 (５) ［略］ 

 (６) ［略］ 

 (７) ［略］ 

 (８) ［略］ 

 (９) ［略］ 

 (10) ［略］ 

 (11) ［略］ 

 (12) ［略］ 

 (13) ［略］ 

 (14) ［略］ 

２～４ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規程は、平成 20年４月１日から施行する。 
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